
皆野町過疎地域持続的発展計画（令和８年度～令和１２年度）策定における前回計画からの変更箇所一覧 

（パブリックコメント募集時点） 

皆野町 

1 

変更箇所 変更後 変更前 

p.1 

③社会的条件 

主要道路は、一般国道 140号と主要地方道 5路線、一般県道

5 路線があり、平成 13 年 3 月に開通した皆野寄居有料道路に

よって交通が便利になりました。公共交通機関では、町営バス

2路線、民間バス 2路線が運行され、秩父鉄道に接続していま

す。 

主要道路は、一般国道 140 号と主要地方道 5路線、一般県道

5 路線があり、平成 13 年 3 月に開通した皆野寄居有料道路に

よって交通が便利になりました。公共交通機関では、町営バス

2路線、民間バス 1路線が運行され、秩父鉄道に接続していま

す。 

p.1 

④経済的条件 

令和4年度の市町村民経済計算によると1人当たりの町民所

得は 2,323 千円であり、県全体の 1 人当たり市町村民所得の

3,138 千円に対して 74.0%の所得となっており、格差がある状

況です。 

令和元年度の市町村民経済計算によると 1 人当たりの町民所

得は 2,153千円であり、県平均の 3,035千円に対して 70.9%の

所得となっており、格差がある状況です。 

p.2 

10行目～ 

第 3次産業は企業型小売店の進出により、個人商店の店舗数の

減少が続いています。観光は、年間約 46 万人の入込観光客が

あり、美の山公園や秩父華厳の滝、天空のポピーなど豊かな自

然を生かした観光スポットや日帰り温泉施設、道の駅などの観

光施設の利用がありますが、日帰り観光客が大部分を占めてい

る傾向にあります。 

第 3次産業は企業型小売店の進出により、個人商店の店舗数の

減少が続いています。観光は、年間約 50 万人の入込観光客が

あり、美の山公園や秩父華厳の滝、天空のポピーなど豊かな自

然を生かした観光スポットや日帰り温泉施設、道の駅などの観

光施設の利用がありますが、日帰り観光客が大部分を占めてい

る傾向にあります。 

p.8 

3 行目～ 

本町の令和 7 年 4月 1 日現在の行政機構は、役場庁舎には総

務課、企画財政課、町民生活課、福祉課、健康こども課、税務

課、産業観光課、建設課、会計課、議会事務局が置かれ、皆野

町文化会館には教育委員会事務局が置かれています。 

また、皆野中学校、皆野小学校、皆野幼稚園、公民館、勤労

福祉センター、学校給食センターに職員を配置しています。 

職員数は 103人で、多様化・複雑化する行政需要へ対応するた

め、職員の計画的な定数管理、専門知識を有する職員の育成な

どにより、組織の活性化を推進しています。 

本町の令和 7年 4月 1 日現在の行政機構は、役場庁舎には総

務課、みらい創造課、町民生活課、福祉課、健康こども課、税

務課、産業観光課、建設課、会計課、議会事務局が置かれ、皆

野町文化会館には教育委員会事務局が置かれています。 

また、皆野中学校、皆野小学校、皆野幼稚園、公民館、勤労

福祉センター、学校給食センターに職員を配置しています。 

職員数は 93人で、多様化・複雑化する行政需要へ対応するた

め、職員の計画的な定数管理、専門知識を有する職員の育成な

どにより、組織の活性化を推進しています。 



 

2 

変更箇所 変更後 変更前 

p.13 

（５）地域の持

続的発展のた

めの基本目標 

基本方針に基づき、皆野町人口ビジョンにおける将来人口の

実現を目指し、人口目標を令和 12年に 7,831 人と設定し、必

要な政策を推進します。 

基本方針に基づき、皆野町人口ビジョンにおける将来人口の

実現を目指し、人口目標を令和 7 年に 8,620 人と設定し、必

要な政策を推進します。 

p.13 

（７）計画期間 

計画期間は、令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31日まで

の 5年間とする。 

計画期間は、令和 4年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの

4年間とする。 

p.15 

（１）現況と問

題点 

ア 移住・定住 

（削除） 

※事業廃止による 

○町が取り組む移住・定住事業や子育て支援などの情報を総合

的に提供する「みなのまるごと情報発信」については、新着情

報や内容の更新が不十分であり効果的な情報発信が求められ

ます。 

p.15 

（１）現況と問

題点 

ア 移住・定住 

2 点目 

○空き家が増加傾向にあるにも関わらず、移住希望者に情報提

供できる空き家の件数が少ない状況です。 

○空き家が増加傾向にあるにも関わらず、空き家の現状、所有

者の意向が把握できず、移住希望者に情報提供できる空き家の

件数が少ない状況です。 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.15 

（１）現況と問

題点 

ア 移住・定住 

4 点目 

○新型コロナウイルス感染症が流行して以降、新たな働き方・

暮らし方の定着が進んでいることから、移住を希望している都

市部の住民に向け、テレワークに適した地域で、施設も整備さ

れていることを周知する必要があります。 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、都市部の企業では

テレワークが進んでいます。今後、都市部の住民が地方に移住

する機会が増えることが予想されるため、テレワークに適した

地域で、施設も整備されていることを周知する必要がありま

す。 

p.15 

（１）現況と問

題点 

ア 移住・定住 

5 点目 

○令和６年５月に、二地域居住の促進を目的として「広域的地

域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法

律」が公布され、市町村が主体となって二地域居住を促進する

ための法整備が行われました。移住者及び関係人口の増加を図

るための施策の一つとして二地域居住を捉え、促進していく必

要があります。 

  

（記載なし） 

p.16 

（１）現況と問

題点 

ウ 人材育成 

2 点目 

○地域おこし協力隊制度や大学等との連携を通じ、地域外から

新たに活動する人材の確保に取り組む必要があります。 

○地域おこし協力隊制度などを活用し、地域外から新たに活動

する人材の確保に取り組む必要があります。 

p.16 

（１）現況と問

題点 

ウ 人材育成 

3 点目 

○関東三大民謡にも数えられる秩父音頭発祥の地であり、その

他にも地域ごとの伝統芸能が多数存在していますが、少子高齢

化の進行により継承のため後継者の育成が求められています。 

○新型コロナウイルス感染症などの影響で地域の祭りや郷土

芸能などの中止が続いており、伝統文化継承のため後継者の育

成が求められています。 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.16 

（２）その対策 

ア 移住・定住 

③ 

③二地域居住の促進 

○都市部に近いながらも自然豊かな環境である立地を活かし

た二地域居住の促進 

（記載なし） 

p.16 

（２）その対策 

ウ 人材育成 

4 点目 

○大学や民間企業との連携による取組を通じた関係人口の確

保・育成 

（記載なし） 

p.17 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.17 

（３）事業計画 

移住・定住 

事業内容欄 

（削除） ○UIJターン支援事業 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.17 

（３）事業計画 

人材育成 

事業内容欄 

2 点目 

○産官学連携事業 （記載なし） 

p.19 

2～4行目 

○本町の観光情報は、パンフレットやポスターが中心であり、

即時性に欠けニーズに応えきれていないことから、SNS を活用

するなどタイムリーな発信が必要になります。 

○本町の観光情報は、パンフレットやポスターが中心であり、

即時性に欠けニーズに応えきれていないことから、タイムリー

な発信が必要になります。 

p.19 

（２）その対策 

②持続可能な

農業の推進 

1 点目 

○地域計画に基づく地域農業の継続と農地の適切な利用を促

進 

 

○人・農地プランに基づく地域の担い手への支援及び規模拡大

を促進 

 

p.20 

下から 6行目 

○道の駅みなのの機能強化 （記載なし） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.21 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.21 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち林業 

事業内容欄 

3 点目 

○里山観光資源整備事業 （記載なし） 

p.21 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち(3)のうち第

1 次産業 

事業内容欄 

3 点目 

○明日の農業担い手育成塾 

 
（記載なし） 

  

p.21 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち(3)のうち第

1 次産業 

事業内容欄 

4 点目 

○皆野町有機質肥料推進費補助金 ○有機農業推進費補助金 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.21 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち(3)のうち第

1 次産業 

事業内容欄 

6 点目 

○皆野町支障木伐採事業補助金 ○みなのの森林整備事業   

p.21 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち(3)のうち観

光 

事業内容欄 

5 点目 

○道の駅みなの機能強化事業 （記載なし） 

p.22 

（４）産業振興

促進事項 

計画期間 

令和 8年 4月 1日～令和 13年 3月 31日 令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

p.23 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.24 

（１）現況と問

題点 

ア 国・県・町

道 

（削除） ○町内において、令和 3年 11月に交通死亡事故ゼロ 4,000 日

を達成しました。今後も交通事故の防止を図るため、車両・歩

行者の安全確保や交通環境の整備が求められます。 

p.25 

ウ地域公共交

通 

①誰もが利用

しやすい公共

交通の推進 

4 点目 

○路線バスの再編・利用環境改善、デマンド交通導入等、地域

公共交通計画に基づく交通環境の維持・改善に向けた取組や公

共交通利用促進に向けた取組を実施し、公共交通運行事業を推

進 

（記載なし） 

p.25 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.25～ 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち道路 

（以下の工事を追加） 

○皆野 94号線(測量・用地・改良)L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 100号線(測量・用地・改良)L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 137号線(測量・用地・改良) L=100m W=4.0m(皆野) 

○国神 74・77号線(測量･用地･改良)L=100m W=4.0m(国神) 

○三沢 78号線(舗装・改良)L=100m W=4.0m(三沢) 

（以下の工事を削除） 

○皆野 101号線(改良)L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 104号線(測量･用地･改良) L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 168号線(測量･用地･改良)L=200m W=4.0m(皆野) 

○皆野 173号線(舗装･改良)L=100m W=4.0m(皆野) 

○皆野 192号線(舗装)L=200m W=4.0m(皆野) 

○下田野 52･53号線(改良)L=100m W=4.0m(下田野) 

○下田野 58号線(改良)L=100m W=4.0m(下田野) 

○国神 31号線(舗装･改良)L=300m W=4.0m(金崎) 
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変更箇所 変更後 変更前 

○国神 93号線(改良)L=300m W=4.0m(国神) 

○国神 158号線(舗装･改良)L=300m W=4.0m(野巻) 

○日野沢 12号線(舗装)L=300m W=4.0m(下日野沢･金沢) 

○日野沢 64号線(舗装)L=200m W=4.0m(上日野沢) 

○三沢 54号線(改良)L=200m W=4.0m(三沢) 

○三沢 120号線(舗装･改良)L=200m W=4.0m(三沢)  

p.29 

（１）現況と問

題点 

ア  消 防 防

災・救急 

（削除） ○令和 2年には、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行

により、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響が大きく発生

しました。こうした状況下においても、正確な情報収集や優先

的に実施すべき業務を円滑かつ的確に執行できる体制を整備

する必要があります。 

p.29 

（１）現況と問

題点 

イ 住環境 

②空き地、空き

家対策 

1 点目 

○空き家の実態調査等を経て、令和 7年 2月に「皆野町空家等

対策計画」を策定しました。継続した実態把握や早期対応、発

生予防、利活用の促進、管理不全空家等の解消に、関係団体等

とも連携しながら対応していきます。 

○平成 28 年度に空き家調査を実施しましたが、データの更新

がされていないため、最新の実態調査が必要です。 

p.30 

エ 上水道 

エ 上水道 

○秩父広域市町村圏組合により広域水道が運営されています。

今後もインフラの維持管理コストがかかることから、一定程度

の財政負担が続くことが見込まれます。 

（記載なし） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.31 

②空き地、空き

家対策 

○空家等対策計画に基づいた、空き家の調査、適切な管理の推

進 

○空家等対策計画を策定し、空き家の調査、適切な管理の推進 

p.31 

エ 上水道 

エ 上水道 

○上水道施設の点検･修繕･調査･改築の実施 

（記載なし） 

p.31 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.31 

（３）事業計画 

事業名(5)公営

住宅 

2 点目 

○町営住宅除却 （記載なし） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.31 

（３）事業計画 

事業名(6)のう

ち環境 1点目 

○空家等対策計画の遂行 ○空家等対策計画の策定 

p.33 

（１）現況と問

題点 

ア 結婚・子育

て支援 

2 点目 

○本町の出生数は、平成 26年に 58人、令和 6年は 23人と 10

年間で 35 人、約 60%減少しています。また、核家族化や共働

き世帯の増加、地域のつながりの希薄化などを背景に、子ども

やその家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。支援や見

守りを必要とする家庭も増えており、母子保健と児童福祉の一

体的な相談支援体制をより強化する必要があります。 

○本町の出生数は、平成 28 年に 56 人、令和 3 年は 37 人と 5

年間で 19 人、率にして 34%減少しています。また、核家族化

や共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化などを背景に、

子どもやその家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。支

援や見守りを必要とする家庭も増えており、母子保健と児童福

祉の一体的な相談支援体制を強化する必要があります。 

p.33 

イ  高齢者等

の保健及び福

祉 

1 点目 

○町の高齢化率は、令和 7年 4月 1日時点で 40.4%であり、超

高齢社会となっています。高齢になっても住み慣れた地域で安

心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、健康づく

りの推進、高齢者の活躍の場の確保や質の高い医療・介護サー

ビスが求められています。 

○町の高齢化率は、令和 3 年 10 月 1 日時点で 38.3%であり、

超高齢社会となっています。高齢になっても住み慣れた地域で

安心して自分らしい暮らしを続けることができる質の高い医

療・介護サービスが求められています。 

p.34 

（２）その対策 

ア 結婚・子育

て支援 

①結婚・子育て

支援の充実 

5 点目 

○こども家庭センターの整備 ○子ども家庭総合支援拠点の整備 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.25 完了した工事の削除、新規予定工事の追加  

p.29 削除 

（新型コロナウイルス対応はひと段落したため） 

「（１）現況と問題点」「ア 消防防災・救急」 

○令和 2年には、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行

により、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響が大きく発生

しました。こうした状況下においても、正確な情報収集や優先

的に実施すべき業務を円滑かつ的確に執行できる体制を整備

する必要があります。 

p.35 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.35 

（３）事業計画 

事業名（施設

名）欄 

（削除）  

 

(3)市町村保健センター及び母子健康包括支援センター 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.35 

（３）事業計画 

事業名「健康づ

くり」 

2 点目 

○健康増進事業 ○ウォーキング推進事業 

p.37 

（１）現況と問

題点 

3 点目 

○二次救急医療体制は、病院輪番制により秩父市立病院と皆野

病院の 2病院が分担して休日・夜間の救急診療に対応していま

す。令和 7年 3月までは秩父病院も対応していましたが、医師

の確保が困難なため二次救急輪番制から離脱しました。 

○二次救急医療体制は、病院輪番制により秩父市立病院、秩父

病院、皆野病院の 3病院が分担して休日・夜間の救急診療に対

応しています。しかし、令和 2年度から秩父病院が一部辞退す

ることとなり、他の輪番病院の負担増が懸念されています。 

p.37 

（１）現況と問

題点 

 

（削除） ○新型コロナウイルス感染症の感染拡大が反復する可能性が

あることを前提に、発熱外来をはじめとする医療体制の確保な

どの充実を図る必要があります。 

p.38 

（１）現況と問

題点 

ア 学校教育 

2 点目 

○児童数が減少する中でもよりよい教育環境を整備するため、

令和 8 年度を以て国神小学校、三沢小学校を閉校し、令和 9

年度からは皆野小学校 1校に統合する方針です。 

（記載なし） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.38 

（１）現況と問

題点 

ア 学校教育 

6 点目 

○学校給食センターについて、施設の老朽化や衛生管理基準へ

の適応、食物アレルギーへの対応強化などの観点から建て替え

を進めています。 

（記載なし） 

 

p.39 

（２）その対策 

ア 学校教育 

①小学校の統合 （記載なし） 

②複式学級においても学年ごとの授業を実現する体制の構築 ①複式学級においても学年ごとの授業を実現する体制の構築 

③子どもたちの安全・安心の確保 ②子どもたちの安全・安心の確保 

④教職員の資質向上 ③教職員の資質向上 

⑤学習環境等の整備・充実 ④学習環境の整備・充実 

⑥地域と連携した教育の推進 ⑤地域と連携した教育の推進 

p.39 

（２）その対策 

ア 学校教育 

⑤学習環境等

の整備・充実 

3 点目 

○学校給食センターの更新 （記載なし） 

p.40 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.40 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち校舎 

 

（削除） ○町立学校施設屋内水栓自動化事業 

○国神小学校廊下床シート張替工事 

○三沢小学校校舎バリアフリー化事業 

○皆野小学校会議室整備工事 

○小学校統合事業 

（記載なし） 

p.40 

（３）事業計画 

事業名(1)のう

ち屋内運動場 

 

（削除） ○三沢小学校屋内運動場バリアフリー化事業 

○皆野中学校屋内運動場屋根改修事業 

○町立学校施設屋内運動場空調設備整備事業 （記載なし） 

p.40 

（３）事業計画 

事業名(2)幼稚

園 

（削除） ○皆野幼稚園遊具更新工事 

○皆野幼稚園施設照明 LED化事業 （記載なし） 

p.40 

（３）事業計画 

事業名(3)のう

ち体育施設 

○スポーツ公園トイレ洋式化改修工事 （記載なし） 

○野球場バックネット改修工事 ○野球場改修工事 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.42 

（２）その対策 

2 点目 

○集落の見守り活動の実施 （記載なし） 

p.42 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.43 

（１）現況と問

題点 

ア 文化会館 

○地域文化の発表などの場になる文化会館は築年数 40 年を目

前としており、不具合箇所や故障が多くなってきています。健

康で心豊かな町づくりのため修繕・改修などを実施しながら施

設の長寿命化を図る必要があります。 

○地域文化の発表などの場になる文化会館は築年数が 35 年を

超え、不具合箇所や故障が多くなってきています。健康で心豊

かな町づくりのため修繕・改修などを実施しながら施設の長寿

命化を図る必要があります。 

p.44 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.45 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.46 

（３）事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12年度） （３）事業計画（令和４年度～令和７年度） 

p.48 

事業計画 

（３）事業計画（令和８年度～令和 12 年度）過疎地域持続的

発展特別事業分 

（３）事業計画（令和４年度～令和７年度）過疎地域持続的発

展特別事業分 

P.48～ （以下の事業を追加） 

皆野町支障木伐採事業補助金（p.49・3番目） 

皆野町にぎわい創出補助（p.49・6 番目） 

皆野町リノベーション創出支援事業補助金（p.49・8 番目） 

中小企業融資制度資金利子補給事業（p.50・5番目） 
中小企業経営相談業務事業(p.50・6 番目) 

（以下の事業を削除） 
UIJ ターン支援事業 

遊休農地活用促進費補助金 

農業用パイプハウス設置費補助金  

みなのの森林整備事業 
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変更箇所 変更後 変更前 

p.49 

1 番目 

皆野町有機質肥料推進費補助金 有機農業推進費補助金 

p.49 

5 番目 

皆野横丁補助金 にぎわい創出事業補助金 

 


